
　全国民生委員児童委員連合会では、毎年 5月 12 日から 18 日までの 1週間を「活動強化週間」

と定めており、民生委員・児童委員の存在について地域住民や関係機関・団体等に理解を深めて

いただき、信頼関係を築くことを目的に、今年度もサロン活動や訪問活動、登下校時のあいさつ

運動等さまざまな活動を展開しました。

　浜田市民生委員児童委員協議会では、今年度 2年ぶりに懸垂幕掲揚式を行ない、小中学生の見

守りも兼ねた『あいさつ運動』等を実施しました。
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